
『
平
家
』
に
描
か
れ

男
性
中
心
の
社

に
翻
弄
さ
れ
る

と
、
ま
と
め
ら
れ
る

る
。
し
か
し
、『
平
家

も
多
様
な
来
歴
の
女

究
の
中
か
ら
明
ら
か

は
じ

『
平
家
物
語
』（
以

描
か
れ
方
に
つ
い
て

た
。
そ
の
理
由
は
、

に
お
い
て
建
礼
門
院

『
平
家
物

『
平

る
女
院
た
ち
は
、『
平
家
物
語
図
典
』

会
に
あ
っ
て
、
男
性
の
愛
と
庇
護
に
よ

女
院
の
無
力
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

通
り
に
、
そ
の
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
存

』
が
描
く
院
政
期
末
期
は
、
女
院
の

院
た
ち
が
登
場
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、『
平
家
』

め
に

下
『
平
家
』）
に
は
多
く
の
女
院
が
登

は
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
な

『
平
家
』
に
お
い
て
「
女
院
」
と
言
え

徳
子
を
指
す
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

家
物
語
』
に
お
け
る
建

にっ
て
生
き
、
運
命

在
と
し
て
登
場
す

歴
史
の
中
で
も
最

が
、
歴
史
学
の
研

に
登
場
す
る
女
院

『
平
家
』
に

る
と
、
次
の

照
表
を
参
照

場
す
る
が
、
そ
の

さ
れ
て
こ
な
か
っ

ば
、
殆
ど
の
場
合

。

の
中
か
ら
、

延
慶
本
と
長

で
、『
平
家
』

春
門
院
崩
御
記
事

建
春
門
院
が
登
場
す
る
箇
所
を
、
延

通
り
で
あ
る
。
以
降
、
文
中
に
挙
げ
る

さ
れ
た
い
。

特
に
平
家
一
門
と
の
関
係
が
深
い
建
春

門
本
に
の
み
残
さ
れ
て
い
る
建
春
門
院

に
お
け
る
女
院
の
描
か
れ
方
の
一
端

一
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
建

田

中

慶
本
と
覚
一
本
か
ら
挙
げ

本
文
は
全
て
、
以
下
の
対

門
院
滋
子
を
取
り
上
げ
、

崩
御
記
事
を
検
討
す
る
事

を
探
る
事
を
目
的
と
す
る
。

春
門
院

五
〇

裕

紀



『
平
家
物

〃

「
鹿
谷
」

あ
く
れ
ば
嘉
応
三
年

り
け
り
。
法
皇
・
女
院

お
ぼ
し
め
さ
れ
け
ん
。

巻
第
一
「
東
宮
立
」

さ
る
程
に
、
其
年
は

月
廿
四
日
、
建
春
門
院

け
る
が
、
親
王
の

仁
安
三
年
、
三
月
廿

此
君
の
位
に
つ
か
せ
給

院
と
申
は
、
平
家
の
一

の
御
妹
也
。
平
時
忠
卿語

』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

正
月
五
日
、
主
上
御
元
服
あ
ッ
て
、
同
十

う
け
ま
ゐ
ら
つ
さ
せ
給
て
叙
爵
の
御
粧
、

諒
闇
な
り
け
れ
ば
、
御
禊
・
大
嘗
会
も
お

、
其
比
は
い
ま
だ
東
の
御
方
と
申
け
る
御

宣
旨
下
さ
れ
給
ふ
。（
中
略
）

日
、
新
帝
（
高
倉
帝

筆
者
註
）
大
極
殿

ぬ
る
は
、
い
よ

平
家
の
栄
花
と
ぞ
み

門
に
て
ま
し
ま
す
う
へ
、
と
り
わ
き
入
道

と
申
も
女
院
の
御
せ
う
と
な
れ
ば
、
内
の

覚

一

本

☆
〃

「
建
春

同
七
月
八
日
、

ナ
リ
。
法
皇
ノ
女

御
歩
行
ニ
テ
御
熊

ニ
、
胡
飲
酒
ト
云

不
止
、
ヌ
レ

忽
ニ
天
晴
テ
、
サ

殿
御
妹
ニ
テ
御
坐

ス
ボ

レ
進
セ
テ

セ
ウ
ト
、
主
上
ノ

目
已
下
、
公
家
ノ

〃

「
蔵
人

太
政
入
道
第
二

猶
子
也
。

三
日
、
朝
覲
の
行
幸
あ

い
か
ば
か
り
ら
う
た
く

〃

「
主
上

猿
程
ニ
、
嘉
応

ゾ
聞
エ
シ
。
法
皇

こ
な
は
れ
ず
。
同
一
二

腹
に
、
一
院
の
宮
ま
し

に
し
て
御
即
位
あ
り
。

え
し
。
御
母
儀
建
春
門

相
国
の
北
方
、
二
位
殿

御
外
戚
な
り
。

第
一
本
「
建
春

永
万
元
年
、
今

東
ノ
御
方
ノ
御
腹

ナ
ク
法
皇
聞
食
ケ

孫
ナ
リ
。
小
弁
殿

テ
後
、
院
号
有
テ

セ
給
タ
リ
ケ
レ
バ

〃

「
春
宮

国
母
建
春
門
院門

院
崩
御
之
事
」

建
春
門
院
隠
サ
セ
給
ヒ
ヌ
。
御
歳
三
十
五

御
ニ
テ
、
当
帝
ノ
御
母
儀
ナ
リ
。
先
年
不

野
参
詣
ア
リ
ケ
リ
。
四
十
日
ニ
本
宮
ヘ
詣

舞
ヲ
マ
ハ
セ
テ
マ
シ

ケ
ル
ニ
、
俄
ニ

舞
ケ
レ
バ
、
宣
旨
ヲ
反
ス
舞
ナ
レ
バ
、
権

マ

ノ
霊
瑞
ド
モ
有
ケ
リ
。
サ
テ
御
下

ケ
レ
バ
、
相
国
ノ
公
達
二
位
殿
ノ
御
腹
ハ

、
ユ

シ
カ
リ
ケ
ル
事
共
也
。
平
大
納
言

御
外
戚
ニ
テ
御
坐
ケ
レ
バ
、
内
外
ニ
付
タ

御
政
、
偏
ニ
此
卿
ノ
沙
汰
ナ
リ
ケ
レ
バ
、

大
夫
高
範
出
家
之
事
」

ノ
娘
、
后
立
ノ
御
定
ア
リ
。
今
年
十
五
ニ

御
元
服
之
事
」

三
年
正
月
三
日
、
主
上
御
元
服
セ
サ
セ
給

、
女
院
ハ
御
心
モ
ト
ナ
ク
待
請
進
セ
給
フ

門
院
ノ
皇
子
春
宮
立
事
」

年
ハ
諒
闇
ニ
テ
、
御
禊
、
大
嘗
会
モ
無
シ

ノ
法
皇
ノ
御
子
、
親
王
ノ
宣
旨
蒙
ラ
セ
給

レ
バ
、
御
慎
ナ
シ
。
此
東
ノ
御
方
ト
申
ハ

ト
テ
候
給
ケ
ル
ヲ
、
法
皇
時
々
忍
テ
被
召

、
建
春
門
院
ト
ゾ
申
ケ
ル
。
相
国
ノ
次
男

ニ
ヤ
、
平
家
殊
ニ
モ
テ
ナ
シ
申
サ
レ
ケ
リ

践
祚
之
事
」

ト
申
ハ
、
平
家
ノ
一
門
ニ
テ
御
坐
上
ハ
、

延

慶

本

五
一

。
是
ハ
贈
左
大
臣
時
信
御
娘

例
ノ
時
、
御
願
ヲ
果
ム
ト
テ
、

着
セ
給
テ
、
権
現
法
楽
ノ
為

大
雨
フ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
舞
ヲ

現
メ
デ
サ
セ
給
ケ
ル
ニ
ヤ
、

向
有
テ
、
幾
程
ヲ
不
経
シ
テ
、

、
当
今
ノ
御
イ
ト
コ
ニ
テ
ム

時
忠
卿
ト
申
ハ
、
女
院
ノ
御

ル
執
権
ノ
人
ニ
テ
、
叙
位
除

世
ニ
ハ
平
関
白
ト
ゾ
申
ケ
ル
。

ゾ
成
給
ケ
ル
。
建
春
門
院
ノ

テ
、
十
三
日
朝
覲
ノ
行
幸
ト

。 。
同
年
ノ
十
二
月
廿
五
日
、

。
今
ハ
万
機
ノ

政
ワ
ク
方

、
時
信
朝
臣
娘
、
知
信
朝
臣

ケ
ル
ガ
、
皇
子
位
ニ
即
セ
給

宗
盛
、
彼
女
院
御
子
ニ
セ
サ

。ト
リ
ワ
キ
入
道
北
方
、
二
位



〃

「
源
氏
揃
」

（
高
倉
宮
は

筆
者

近
衛
河
原
の
大
宮
の
御

御
才
学
す
ぐ
れ
て
在
ま

ね
み
に
て
お
し
こ
め
ら

（
ッ
）
て
手
づ
か
ら
御

雅
音
を
あ
や
つ
り
給
ふ

巻
第
四
「
厳
島
御
幸

上
皇
は
今
年
御
年
廿

う
つ
く
し
う
ぞ
見
え
さ

せ
た
ま
ひ
た
り
け
れ
ば

へ
さ
せ
た
ま
は
ず
。

『
平
家
物

註
）
去
じ
永
万
元
年
十
二
月
十
六
日
、
御
年

所
に
て
、
御
元
服
あ
り
け
り
。
御
手
跡
う

し
け
れ
ば
、
位
に
も
即
か
せ
給
ふ
べ
き
に

れ
さ
せ
給
ひ
つ
ゝ
花
の
も
と
の
春
の
遊
び

作
を
か
き
、
月
の
前
の
秋
の
宴
に
は
、
玉
笛

。 」、
あ
け
が
た
の
月
の
光
に
は
へ
さ
せ
た
ま

せ
お
は
し
ま
す
。
御
母
儀
建
春
門
院
に
は

、
法
皇
ま
づ
故
女
院
の
御
事
お
ぼ
し
め
し

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

十
五
に
て
、
忍
つ
ゝ

つ
く
し
う
あ
そ
ば
し
、

、
故
建
春
門
院
の
御
そ

に
は
、
紫
亳
を
ふ
る

を
ふ
い
て
身
づ
か
ら

〃

「
法
皇

六
条
殿
ト
申
女

故
建
春
門
院
ノ
御

（
中
宮
徳
子
の

々
シ
キ
ニ
似
タ
リ

女
院
ウ
ケ
ヌ
御
事

ダ
ニ
モ
渡
セ
給
ハ

房
達
サ

ヤ
キ
ア

ひ
て
、
玉
体
も
い
と
ゞ

い
た
く
似
ま
い
ら
ッ
さ

い
で
て
、
御
涙
せ
き
あ

第
二
中
「
新
院

今
年
ハ
廿
チ
ニ

モ
、
御
冠
際
ヨ
リ

イ
ト
清
ゲ
ナ
ル
御

ケ
ル
モ
、
イ
ト

哀
ニ
ゾ
被
思
食
ケ

去
ジ
春
比
ヨ
リ
御

辞
退
ア
リ
。
今
朝

天
下
諒
闇
ノ
宣
旨

伯
耆
僧
都
源
尊
、

マ
シ
申
ケ
ル
時
、

院
ノ
御
前
近
ク
参

テ
、
彼
大
鹿
庄
ヲ

第
二
本
「
中
宮ノ

皇
子
之
事
」

房
ノ
御
腹
ニ
、
法
皇
ノ
御
子
ノ
御
座
ケ
ル

子
ニ
養
マ
イ
ラ
セ
テ
、
七
才
ニ
テ
、
去
ジ

御
産
に
際
し
、
法
皇
が
祈

の
験
者
と
な
っ

。
不
可
然
」
ト
申
人
々
モ
有
キ
。「
凡
ハ

ニ
申
サ
セ
オ
ワ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
、
法
皇
モ

マ
シ
カ
バ
、
申
止
メ
進
セ
給
ナ
マ
シ
」
ト

ヒ
給
ヘ
リ
。

厳
嶋
ヘ
御
参
詣
之
事
」

満
セ
給
フ
。
御
物
思
月
日
重
テ
、
少
シ
面

始
テ
、
ア
テ
ニ
ウ
ツ
ク
シ
ク
、
御
面
影
サ

鬢
茎
ホ
コ
ラ
カ
ニ
愛
敬
ヅ
キ
テ
、
御
浄
衣

良
タ
ク
、
故
女
院
ニ
似
マ
イ
ラ
セ
給
タ
レ

ル
。

身
中
苦
ク
シ
テ
、
世
中
ヲ
ア
ヂ
キ
ナ
ク
思

ニ
御
出
家
、
夕
ニ
無
常
ノ
道
ニ
趣
給
フ
。

ヲ
被
下
。
其
後
孝
養
ノ
為
ニ
、
殺
生
禁
断

近
江
国
大
鹿
庄
ヲ
被
召
テ
歎
ケ
ル
ガ
、
御

源
尊
立
テ
、「
殺
生
禁
断
ト
ハ
」
ト
云
舞

テ
、「
大
鹿
ハ
取
ヌ
」
ト
申
テ
走
入
ヌ
。

返
賜
リ
ニ
ケ
リ
。

御
産
有
事
付
諸
僧
加
持
事
」

ヲ
バ
、
兵
部
大
夫
時
行
御
娘
、

安
元
々
年
七
月
五
日
、
座
主

た
事
に
対
し
）「
但
此
事
軽

軽
々
シ
キ
御
振
舞
ヲ
バ
、
故

憚
リ
思
食
ケ
リ
。
今
モ
女
院

、
事
ノ
マ
ギ
レ
ニ
、
古
キ
女

ヤ
セ
テ
ワ
タ
ラ
セ
給
ニ
付
テ

ヤ
カ
ナ
ラ
ヌ
月
影
ニ
ハ
エ
テ
、

ノ
袖
サ
ヘ
朝
露
ニ
シ
ホ
レ
ニ

バ
、
昔
ノ
面
影
被
思
召
出
、

五
二

食
テ
、
去
六
月
十
日
院
号
御

院
内
ノ
御
歎
、
何
レ
モ
不
愚
。

ト
云
事
ヲ
被
行
ケ
ル
。
折
節
、

歎
漸
期
過
テ
、
人
々
御
目
サ

ヲ
至
ス
事
、
三
度
ア
リ
キ
。

院
エ
ツ
ボ
ニ
入
セ
マ
シ



『
平
家
物

山
水
・
木
立
に
い
た
る

に
よ
ッ
て
御
幸
も
な
ら

前
右
大
将
宗
盛
卿
奏
せ

う

」
と
て
御
幸
な

の
柳
年
へ
り
に
け
り
と

央
の
柳
、
こ
れ
に
向
ふ

院
崩
御
な
り
ぬ
。
安
元

ば
比
翼
の
鳥
、
地
に
住

か
ら
ざ
り
し
建
春
門
院

は
重
な
れ
ど
も
、
昨
日

ぬ
に
、
治
承
四
年
五
月

〃

「
祇
園
女
御

同
廿
二
日
、
法
皇
は

四
月
十
五
日
に
造
り
出

巻
第
六
「
小
督
」

法
皇
は
う
ち
つ
ゞ
き語

』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

ま
で
、
お
ぼ
し
め
す
ま
ゝ
な
り
し
が
、
此

ず
、
御
所
の
破
壊
し
た
る
を
修
理
し
て
御

ら
れ
た
り
け
れ
ば
、「
な
ん
の
や
う
も
あ
る

る
。
ま
づ
故
建
春
門
院
の
御
方
を
御
ら
ん

お
ぼ
え
て
、
木
だ
か
く
な
れ
る
に
つ
け
て

に
い
か
ん
が
な
ん
だ
す
ゝ
ま
ざ
ら
ん
。

二
年
の
七
月
に
は
、
御
孫
六
条
院
か
く
れ

ま
ば
連
理
の
枝
と
な
ら
ん
と
、
漢
河
の
星

、
秋
の
霧
に
お
か
さ
れ
て
、
朝
の
露
と
消

今
日
の
御
別
の
や
う
に
お
ぼ
し
め
し
て
、

に
は
、
第
二
の
皇
子
高
倉
宮
討
た
れ
さ
せ

」院
の
御
所
法
住
寺
殿
へ
御
幸
な
る
。
か
の

さ
れ
て
、
新
比
叡
・
新
熊
野
な
ン
ど
も
ま

御
嘆
の
み
ぞ
し
げ
か
り
け
る
。
去
る
永
万

二
三
年
は
平
家
の
悪
行

幸
な
し
奉
る
べ
き
よ
し
、

べ
か
ら
ず
、
た
ゞ
と

ず
れ
ば
、
岸
の
松
、
汀

も
、
太
腋
の
芙
蓉
、
未

ツ

、
新
日
吉
、

レ
バ
、
御
心
モ
ウ

ノ
御
方
ナ
ム
ド
御

テ
モ
、
彼
自
南
宮

如
何
不
垂
涙
。

さ
せ
給
ぬ
。
天
に
住
ま

を
さ
し
て
、
御
契
あ
さ

え
さ
せ
給
ひ
ぬ
。
年
月

御
涙
も
い
ま
だ
尽
き
せ

給
ひ
ぬ
。

治
承
四
年
五
月
ニ

カ
ヤ
ウ
ニ
先
立
給

カ
ズ
。
老
少
不
定

比
翼
ノ
鳥
、
連

年
七
月
七
日
、
秋

シ
カ
キ
絶
ヘ
テ
、

ノ
理
ヲ
深
思
食
取

未
カ
ワ
キ
モ
ア
ヘ

御
所
は
去
る
応
保
三
年

ぢ
か
う
勧
請
し
奉
り
、

〃

「
法
皇

廿
五
日
、
法
皇

御
移
徙
有
後
、
山

カ
ク
成
セ
給
テ
、

モ
及
ズ
、
ア
ハ
テ

第
三
本
「
青
井

又
哀
ナ
リ
シ
事

有
ケ
リ
。（
中
略

万
人
奉
惜
事
、
譬

バ
、
何
レ
モ
愚
ナ

シ

カ
バ
、
位
ニ

リ
シ
カ
バ
、
互
ノ

に
は
第
一
の
御
子
二
条

〃

「
小
督

永
万
元
年
七
月

宮
ノ
御
坊
ヘ
奉
入

新
熊
野
ヲ
モ
近
祝
奉
セ
給
テ
、
年
経
マ

カ
レ
立
テ
渡
セ
給
ヘ
バ
、
今
一
日
モ
ト
ク

覧
ゼ
ラ
ル

ニ
、
峯
ノ
松
、
河
ノ
柳
、
事

西
内
遷
リ
給
ケ
ム
昔
ノ
跡
思
食
出
ス
ニ
、

被
誅
サ
セ
給
ヌ
。
現
世
後
生
ト
奉
憑
給
ツ

ヌ
。今
ハ
イ
ト

御
心
ヨ
ワ
ク
ナ
ラ
セ
給
テ

ハ
人
間
ノ
ナ
ラ
ヒ
ナ
レ
ド
モ
、
前
後
相
違

理
ノ
枝
ト
天
ニ
仰
、
星
ヲ
指
テ
、
御
契
不

風
ナ
サ
ケ
ナ
ク
シ
テ
、
夜
ハ
ノ
露
ト
消
サ

ア
マ
ノ
河
ノ
ア
フ
セ
ヲ
ヨ
ソ
ニ
御
ラ
ム
ジ

テ
、
年
月
隔
レ
ド
モ
、
昨
日
今
日
ノ
御
別

ズ
。

法
住
寺
殿
ヘ
御
幸
成
事
」

法
住
寺
殿
ヘ
御
幸
ア
リ
。（
中
略
）
此
御
所

水
木
立
、
方
々
ノ
御
シ
ツ
ラ
イ
ニ
至
マ
デ

御
公
達
マ
デ
穴
グ
リ
求
ラ
レ
ケ
レ
バ
、
穴

御
グ
シ
剃
オ
ロ
シ
奉
ニ
ケ
リ
。

ト
云
女
内
ヘ
被
召
事
付
新
院
民
ヲ
ア
ワ
レ

ハ
、
御
母
儀
建
春
門
院
隠
サ
セ
給
タ
リ
シ

）
加
様
ニ
何
事
ニ
付
テ
モ
、
深
ク
思
食
入

ム
方
ナ
シ
。
増
シ
テ
法
皇
ノ
御
嘆
、
理
ニ

ラ
ネ
ド
、
此
事
ハ
殊
御
志
深
カ
リ
ケ
ル
ガ

付
キ
給
シ
其
際
マ
デ
モ
、
一
御
所
ニ
テ
朝

御
志
シ
深
カ
リ
ケ
ル
ニ
コ
ソ
。

局
内
裏
ヘ
被
召
事
」

ニ
、
第
一
ノ
御
子
、
二
条
院
モ
失
サ
セ
給

テ
、
釈
子
ニ
定
ラ
セ
給
タ
レ
ド
モ
、
未
ダ

五
三

ニ
、
此
二
三
年
旅
立
テ
御
ツ

思
食
ケ
リ
。
中
ニ
モ
故
女
院

外
ニ
木
高
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ニ
付

大
掖
芙
蓉
、
未
央
柳
、
対
此

ル
、
第
四
ノ
御
子
新
院
サ
ヘ
、

、何
ナ
ル
ベ
シ
ト
モ
思
召
ワ

ハ
又
生
前
ノ
御
恨
ナ
ヲ
深
シ
。

浅
シ
建
春
門
院
モ
、
安
元
二

セ
給
シ
カ
バ
、
雲
ノ
カ
ケ
ハ

テ
、
生
者
必
滅
、
会
者
定
離

ノ
ヤ
ウ
ニ
思
食
テ
、
御
涙
モ

ハ
応
保
元
年
四
月
十
三
日
、

、
思
食
サ
マ
ニ
セ
サ
セ
御
シ

怖
シ
ト
テ
、
日
次
ノ
善
悪
ニ

ミ
給
事
」

カ
バ
、
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
御
嘆

タ
ル
御
有
様
ナ
リ
シ
カ
バ
、

モ
過
タ
リ
。
恩
愛
ノ
道
ナ
レ

、
故
女
院
ノ
御
腹
ニ
テ
御
マ

有
ナ
ジ
ミ
マ
ヒ
ラ
セ
御
坐
タ

ニ
キ
。
第
二
ノ
御
子
高
倉
宮
、

御
出
家
無
リ
シ
ガ
、
高
倉
宮



条
（
六
条
院
崩
御
記

事
也
、」
と
あ
る
事
か

事
と
考
え
ら
れ
る
。

延
慶
本
の
三
院
崩

目
し
た
武
久
堅
氏
の

研
究
が
為
さ
れ
て
き

以
後
の
研
究
史
に

さ
れ
て
お
り
、
従
来

れ
て
い
る
。
延
慶
本

が
、
延
慶
本
の
み
、

「
加
様
ニ
打
続
天
下
ニ

平
家
ノ
一
門
ノ
ミ
栄

ル
故
ト
ゾ
、
内
々
ハ

御
を
不
吉
の
前
兆
と

『
平
家
物

編
年
体
的
に
編
集

せ
ず
、
崩
御
し
て
か

分
か
る
。
そ
の
中
で

内
容
を
持
つ
長
門
本

示
す
）
が
採
録
さ
れ

こ
の
崩
御
記
事
は

事
）
に
「
凡
両
月
之
間
、
三
院
崩

、

ら
、『
玉
葉
』
と
同
時
代
の
人
々
の
感

御
記
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
事
配
置

論
考
以
降
、
延
慶
本
巻
一
の
構
想
・
構

た
。

お
い
て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
房
野
水

、
三
つ
の
章
段
は
総
称
し
て
「
三
院
崩

と
長
門
本
の
本
文
内
容
に
大
き
な
差
異

六
条
院
崩
御
後
の
章
段
「
平
家
意
ニ

歎
キ
ノ
ミ
多
ク
、
人
ノ
心
ノ
定
ラ
ザ

テ
、
一
天
四
海
ヲ
掌
ニ
拳
テ
、
先
例
ニ

申
ア
ヒ
ケ
ル
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
玉
葉
』
安
元

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

さ
れ
た
『
平
家
』
で
は
、
生
前
の
建
春

ら
後
に
回
想
の
場
面
で
登
場
す
る
事
が

、
古
態
本
と
呼
ば
れ
る
延
慶
本
と
、
延

に
お
い
て
の
み
、
建
春
門
院
の
崩
御
記

て
い
る
事
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で

、
高
松
・
六
条
両
院
の
崩
御
記
事
に
挾

古
今
未
有
、
希
代

想
を
受
け
て
の
記

の
不
自
然
さ
に
着

成
と
い
う
点
か
ら
、

絵
氏
の
論
考
で
あ

記
述
を
し
て

が
さ
れ
て
い

筆
し
て
い
る

と
い
う
評
価

で
、『
平
家
』

出
来
る
の
で

御
記
事
」
と
呼
ば

は
認
め
ら
れ
な
い

任
テ
振
舞
事
」
に

ル
事
ハ
、
偏
ヘ
ニ

違
ル
務
ヲ
申
行
ヘ

、
こ
の
三
院
の
崩

二
年
七
月
十
八
日

事
を
出

の
で
あ

三
院
崩

と
し
て
い
る

て
は
筆
者
も

事
に
つ
い
て

野
氏
も
述
べ

門
院
は
殆
ど
登
場

大
半
で
あ
る
事
が

慶
本
と
類
似
し
た

事
（
表
中
に
☆
で

あ
る
。

ま
れ
る
形
で
掲
載

る
。
房
野
氏

る
」
と
し
た

と
い
う
結
論

更
に
佐
伯

三
院
崩
御
を

平
氏
の

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
院
を
ま
と
め

な
い
の
で
あ
り
、
先
述
の
通
り
長
門
本

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
平
家
』
に
お
け

に
留
め
ず
、
実
際
の
建
春
門
院
と
い
う

に
お
け
る
女
院
の
あ
り
よ
う
に
つ
い

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

発
点
と
し
て
、
鹿
谷
事
件
以
降
の
軌
道

る
。
そ
の
よ
う
な
物
語
の
本
格
的
な
出

御
記
事
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

。
両
氏
共
に
三
院
崩
御
記
事
に
注
目
し

賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

言
及
し
た
い
と
考
え
る
。
延
慶
本
の
建

て
い
る
通
り
、
前
後
の
高
松
院
、
六
条

は
、
三
院
崩
御
記
事
を
「
玉
葉
の
こ

上
で
、
こ
の
記
事
が
「
延
慶
本
の
古
態

を
導
い
て
い
る
。

真
一
氏
は
、『
平
家
』
に
お
け
る
〈
編

論
じ
、

悪
行
か
ら
滅
び
へ
の
方
向
を
設
定
さ
れ

た
話
末
評
語
以
上
の
評
価

は
そ
の
話
末
評
語
す
ら
省

る
「
傍
系
の
歴
史
叙
述
」

人
物
に
焦
点
を
当
て
る
事

て
考
察
を
加
え
る
こ
と
が

を
ま
っ
す
ぐ
に
走
り
出
す

発
点
の
位
置
に
あ
る
の
が

て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い

特
に
建
春
門
院
の
崩
御
記

春
門
院
崩
御
記
事
は
、
房

院
の
記
事
よ
り
も
詳
細
な

五
四

ろ
の
時
代
性
を
示
し
て
い

性
を
示
す
も
の
で
あ
る
」

集
錯
誤

の
一
例
と
し
て
、

た
物
語
は
、
三
院
崩
御
記



『
平
家
物

る
通
り
で
あ
る
。（
表

門
本
に
も
見
ら
れ
る

ず
、
そ
の
存
在
に
つ

家
の
一
門
」
と
し
て

す
る
延
慶
本
で
、
こ

廿
日
皇
太
后
宮

月
八
日
御
事
有

『
女
院
小
伝
』

建
春
門
院
。
平

民
部
卿
顕
頼
女

同
三
三
廿
為
皇

こ
れ
ら
の
内
容
は
、

二
、

建
春
門
院
に
つ
い

記
載
が
あ
る
。

『
女
院
記
』

建滋
子

春
門
院
。
兵

院
妃
。
高
倉
院

同
二
年
正
月
廿

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

中
に
波
線
で
示
し
て
い
る
）
延
慶
本

が
、
他
諸
本
に
は
こ
う
し
た
建
春
門
院

い
て
は
覚
一
本
「
東
宮
立
」
に
見
ら

数
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
建
春
門
院

う
し
た
女
院
の
来
歴
が
語
ら
れ
る
事
は

。
嘉
応
元
年
四
月
十
二
日
建
春
門
院
ト

。
年
三
十

五
。

天
下
諒
闇
。

滋
子
。
後
白
河
后
。
高
倉
母
、
兵
部
少

。
仁
安
元
十
廿
一
叙
従
三
位
。
同
二

太
后
。
天
皇
即

位
日
。
嘉
応
元
四
十
二
戊
戌
院

延
慶
本
第
一
本
「
建
春
門
院
ノ
皇
子
春

史
上
の
建
春
門
院
像

て
は
、『
女
院
記
』
及
び
『
女
院
小
伝

部
権
大
輔
平
時
信
女
。
母
権
中
納
言
顕

母
儀
。
康
治
元
年
誕
生
。
仁
安
元
年
十
月
廿

リ
院
内
小
弁
ト
申
ニ
ヨ
リ

日
女
御
。
太
子
母
儀
。
今
日
太
子
拝
覲

と
ほ
ぼ
同
文
が
長

の
来
歴
は
語
ら
れ

れ
る
通
り
に
、「
平

の
崩
御
記
事
を
有

興
味
深
い
。

（

）
内

※
国
母

登
場

ま
た
、
個

婦
関
係
の
転

申
。
安
元
二
年
七

輔
平
時
信
女
。
母

正
二
為
女
御
。

号
。

宮
立
事
」
に
も
あ

落
飾

（
一
）

※
二
条

ン
が

（

）
中

タ
ー

（

）
内

』
に
次
の
よ
う
な

頼
卿
女
。
後
白
河

一
日
従
三
位
。
モ
ト
ヨ

テ
。
入
内
ノ
儀
ナ
シ
。

。
仁
安
三
年
三
月

一
条
天
皇
の

が
最
初
と
さ

変
遷
を
表
す

女
院
号
に

る
こ
と
。天

皇

号
を
宣

次
に
、
近

親
王

准
三
后

女
院
（
例
・
八
条

准
后
の
院
号
宣
下
の
盛
行
に
よ
り
、
比

が
見
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
。

々
の
女
院
研
究
も
進
ん
で
お
り
、
野
村

換
期
が
、
鳥
羽
院
と
美
福
門
院
の
頃
で

と
院
号
と
の
直
接
的
関
係
消
滅
。（
例

の
条
件
を
欠
く
女
院
の
登
場
（
例
・

院
に
お
い
て
条
件
が
分
離
。
以
降
、
院

生
ま
れ
る
。

宮

皇
后

皇
太
后

太
皇
太
后

ン
）親

王

非
妻
后
の
皇
后

女
院
（
例

生
母
・
藤
原
詮
子
が
院
号
を
宣
下
さ
れ

れ
て
い
る
。
龍
粛
氏
や
橋
本
義
彦
氏
ら

と
次
の
通
り
で
あ
る
。

必
要
な
条
件
（
一
）
天
皇
生
母
で
あ
る

の
生
母
で
あ
る
后
宮
が
、
出
家
の
た
め

下
さ
れ
て
女
院
と
な
る
。（
例
・
東
三

年
の
歴
史
学
に
お
け
る
女
院
研
究
に
注

五
五

院
等
）

較
的
出
自
の
低
い
女
院
の

育
世
氏
は
院
と
女
院
の
夫

あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
時

・
陽
明
門
院
）

二
条
院
）

号
宣
下
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

女
院
（
最
も
基
本
的
な
パ

・
上
西
門
院
・
坊
門
院
等
）

て
東
三
条
院
と
な
っ
た
の

の
研
究
に
従
っ
て
、
そ
の

こ
と
。（
二
）
后
位
に
あ

后
位
を
退
く
に
当
り
、
院

条
院
・
上
東
門
院
）

目
を
し
た
い
。
女
院
と
は
、



角
田
文
衞
氏
の
論
考

は
、
先
に
ま
と
め
た

院
と
は
異
な
っ
た
、

上
西
門
院
の
女
房

高
倉
帝
）
出
産
を
機

御
、
仁
安
三
年
の
憲

門
院
」
と
い
う
院
号

門
院
、
八
条
院
な
ど

年
皇
女
女
院
に
つ
い

い
。さ

て
、
前
述
の
よ

の
建
春
門
院
は
、
先

す
る
の
が
殆
ど
で
あ

の
評
価
を
確
認
し
て

『
平
家
物

期
に
お
い
て
女
院
は

威
を
認
め
ら
れ
た
」

の
自
立
性
と
、
政
治

院
は
年
代
的
に
考
え

事
が
分
か
る
。

『
平
家
』
に
登
場
すに

詳
し
い
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が

女
院
の
成
立
と
関
連
し
、
皇
女
女
院
や

女
院
へ
の
経
緯
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
小
弁
は
、
応
保
元
年
九
月
三

に
、
翌
仁
安
元
年
に
は
従
三
位
に
叙
さ

仁
即
位
に
際
し
て
皇
太
后
と
な
り
、
嘉

が
与
え
ら
れ
て
女
院
に
列
せ
ら
れ
た
。

が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
女
院

て
服
藤
早
苗
氏
ら
の
研
究
が
あ
り
、
今

う
な
時
代
背
景
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

に
確
認
し
た
と
お
り
、
崩
御
後
に
回
想

る
が
、
こ
こ
で
実
際
の
建
春
門
院
と
い

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
建
春
門
院
の
生

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

「
経
済
的
・
政
治
的
・
文
化
的
に
最
も

と
し
て
い
る
。
以
降
、
女
院
研
究
で
は

的
な
影
響
力
が
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で

て
も
、
影
響
力
を
持
ち
え
た
時
代
の
女

る
女
院
と
い
う
事
で
は
、
鳥
羽
院
の

、
特
筆
す
べ
き
点

摂
関
家
出
身
の
女

日
の
憲
仁
（
後
の

れ
、
仁
安
二
年
女

応
元
年
に
「
建
春

以
上
見
て

捉
え
ら
れ
て

建
春
門
院

で
は
、『
平
家

い
き
た
い
。

建
春
門
院

に
つ
い
て
は
、
近

後
の
参
考
と
し
た

ず
、『
平
家
』
の
中

さ
れ
る
形
で
登
場

う
女
院
に
つ
い
て

涯
に
つ
い
て
は
、

啓
上
さ
れ
、

明
ら
か
に
し

て
、
建
春
門

建
春
門
院

一
門
と
後
白

位
置
づ
け
の

活
躍
し
、
そ
の
権

、
そ
の
経
済
構
造

着
目
す
る
建
春
門

院
の
一
人
で
あ
る

皇
女
で
あ
る
上
西

建
春
門
院

の
一
門
に
て

也
。」（
覚
一

と
後
白
河
院

院
の
位
置
付

「
院
政
期
国
母き

た
よ
う
な
歴
史
学
の
成
果
を
ふ
ま
え

い
た
の
か
を
見
直
し
た
い
と
考
え
る
。

の
崩
御
は
、
多
く
の
資
料
で
事
件
と
し

』
以
外
の
記
録
類
に
書
か
れ
た
建
春

崩
御
と
同
時
代
の
記
録
で
あ
る
『
吉
記

院
の
代
行
機
能
を
果
た
す
、
後
白
河
院

た
。
ま
た
、『
愚
管
抄
』
の
「
女
人
入

院
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
は
、
須
田
春

と
い
う
女
院
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た

河
院
の
媒
介
と
し
て
の
役
割
の
み
で
な

高
さ
を
、
念
頭
に
置
い
て
お
く
事
が
必

三
、
建
春
門
院
崩
御
に
関
す
る
言

は
『
平
家
』
諸
本
に
お
い
て
「
御
母
儀

ま
し
ま
す
う
へ
、
と
り
わ
き
入
道
相
国

本
）
と
あ
る
よ
う
に
、
平
家
一
門
と
し

を
媒
介
す
る
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
て

け
に
疑
問
を
示
し
た
の
が
栗
山
圭
子

論
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
建
春
門
院

、
そ
の
死
が
ど
の
よ
う
に

て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ

門
院
崩
御
に
つ
い
て
見
て

』『
玉
葉
』
で
、
安
元
二

政
の
一
分

で
あ
る
事
を

眼
」
と
い
う
語
の
例
と
し

子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。

り
、
従
来
の
よ
う
な
平
家

く
、
こ
う
し
た
政
治
的
な

要
で
あ
ろ
う
。

説 五
六

建
春
門
院
と
申
は
、
平
家

の
北
方
、
二
位
殿
の
御
妹

て
数
え
ら
れ
、
従
来
平
家

き
た
が
、
従
来
の
建
春
門

氏
で
あ
る
。
栗
山
氏
は
、

が
、
院
不
在
時
に
公
事
を



『
平
家
物

髪
洗
ふ
ほ
ど
に

絶
え
入
な
ど
言

日

筆
者
註
）、

じ
御
事
」
と
の

せ
ば
、
申
は
か

か
し
な
が
ら
、
崩
御

延
慶
本
と
同
様
に
前

日
条
に
「
凡
両
月
之

よ
り
、
こ
の
時
期
の

が
表
れ
て
い
る
と
考

『
た
ま
き
は
る
』

七
月
七
日
、
堪

て
い
る
事
は
、
玉
井

る
の
で
、
こ
こ
で
は

『
玉
葉
』
安
元
二

八
日
、
辛
亥
、

午
刻
許
、
下
人

『
吉
記
』
は
病
悩
の
記

こ
こ
で
は
、
崩
御

年
六
月
十
一
日
条
か

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

、
い
か
に
し
た
り
し
に
か
、
心
地
限
り

ふ
ば
か
り
、
人

も
騒
ぎ
た
り
し
つ

あ
る
か
な
き
か
の
心
地
す
る
に
、
日

み
あ
り
つ
る
冷
泉
殿
の
返
事
に
、「
早

り
な
し
」
と
ば
か
り
あ
る
を
見
る
心
地

に
至
る
ま
で
の
病
悩
に
つ
い
て
の
詳
細

月
の
高
松
院
、
同
月
の
六
条
院
の
崩
御

間
、
三
院
崩

、
古
今
未
有
、
希
代

天
皇
家
に
お
い
て
弔
事
が
続
い
た
こ
と

え
る
事
が
出
来
る
。

え
が
た
く
暑
き
に
、
こ
の
事
も
果
て
に

幸
助
氏
が
『
健
寿
御
前
日
記
』
に
記
し

崩
御
当
日
の
記
事
を
見
て
い
く
こ
と
に

年
七
月
八
日
条

天
晴
、
前
大
僧
正
所
被
修
之
尊
星
王
法

云
、
建
春
門
院
絶
入
云
々
、

述
は
あ
る
も
の
の
、
崩
御
当
日
の
条

に
関
し
て
、
ご
く
簡
略
な
記
載
が
あ
る

ら
、
建
春
門
院
の
「
病
悩
」
に
つ
い
て

な
く
損
な
ひ
て
、

と
め
て
（
七
月
八

ご
ろ
、「
た
ゞ
お
な

く
に
て
お
は
し
ま

は
、
何
に
か
は
似

て
い
る
。

ま
た
、
以

の
安
元
二
年

あ
る
。

『
帝
王
編

な
記
載
、
そ
し
て
、

を
経
て
七
月
十
八

事
也
」
と
あ
る
事

へ
の
驚
き
と
憂
慮

し
む
つ
か
し
さ
に
、

は
、
建
春
門

る
が
、
女
院

様
子
を
よ
く

『
百
錬
抄

七
月
八

堂
。
平

端
的
で
は
あ

て
い
る
通
り
で
あ

す
る
。

、
今
暁
結
願
云
々
、

が
欠
落
し
て
い
る
。

の
み
で
あ
る
。
し

う
ち
向

所
な
き

九
日

や
に
く

れ
ば
、

群
れ
ゐ

『
玉
葉
』『
吉

、
詳
細
に
記
さ
れ

た
ら
ん

下
に
挙
げ
る
資
料
は
、
建
春
門
院
個
人

七
月
十
八
日
条
に
通
ず
る
、
う
ち
続
く

年
記
』

院
に
仕
え
、
そ
の
崩
御
後
に
八
条
院
に

崩
御
の
前
日
か
ら
翌
日
に
か
け
て
、
院

表
し
て
い
る
。

』
安
元
二
年
七
月
八
日
条

日
。
建
春
門
院
崩
御
。
卅
五
。
帝
母
后
。

天
下
亮
闇
。

生
所
被
造
営
也
。
但
未
作
事
等
。
臨
期

る
が
、
上
皇
の
嘆
き
や
、
そ
の
後
の
葬

か
ひ
た
る
人
く
も
、
わ
が
思
ば
か
り
、

心
地
ぞ
す
る
。

ぞ
、
人

出
だ
し
立
て
し
か
ば
、
泣

に
音
す
る
人
も
な
く
、
静
か
な
り
。
日

う
ち
臥
し
や
す
む
に
や
、
た
ゞ
お
の
が

た
れ
ど
、
物
言
ふ
声
も
せ
ず
。（
後
略

記
』
に
つ
い
で
、
女
院
の
病
悩
記
事
を

。
な
べ
て
の
世
、
た
れ
か
は
思
ひ
嘆
か

五
七 に

留
ま
ら
ず
、『
玉
葉
』

天
皇
家
の
弔
事
の
記
述
で

仕
え
た
女
房
の
日
記
で
あ

中
が
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る

上
皇
御
嘆
息
、
葬
新
法
華

終
其
功
。

儀
に
至
る
ま
で
を
記
録
し

た
れ
か
は
あ
ら
ん
。
置
き

く

参
り
た
れ
ば
、
あ

ご
ろ
に
い
た
く
困
じ
に
け

ど
ち
、
忍
び
や
か
に
う
ち

）有
す
る
『
た
ま
き
は
る
』

ぬ
人
あ
ら
ん
。
さ
れ
ど
、



ち
か
く
は
、
安

六
条
新
院
、

是
も
う
ち
つ
ゞ

度
に
か
く
な
ら

は
、
七
月
八
日

れ
に
た
ち
ま
さ

ひ
し
ゆ
べ
に
か

同
十
七
日
六
條

号
四
人
崩
御
。

『
頼
輔
集
』

た
か
松
院
、
六

給
へ
る
こ
ろ
、

に
つ
か
は
す

『
宝
物
集
』 『

平
家
物

（
安
元
二
年
）
六

崩
。
天
下
諒
闇
。

御
年
卅
五
。

院
崩
。
近
衛
院
后

年
四
十
六

已
上
三
ヶ
月
之

『
皇
帝
紀
抄
』

（
安
元
二
年
）
六元

々
年
な
ど
も
、
あ
さ
ま
し
く
侍
り
し

高
松
殿
、
建
春
門
院
、
九
条
院

き
て
六
七
月
ば
か
り
に
、
う
せ
さ
せ
給

せ
給
ふ
事
も
、
め
お
ど
ろ
き
て
ぞ
侍
る

に
か
く
れ
お
わ
し
ま
し
に
し
か
ば
、
七

り
て
、
一
天
下
く
れ
ふ
た
が
り
て
、
摩

は
る
事
な
く
、
非
情
草
木
に
い
た
る
ま

院
崩
。
八
月
十
九
日
九
條
院
崩
。
已
上

希
代
事
也
。

条
院
、
建
春
門
院
、
九
条
院
、
う
ち
つ

入
道
都
督
重
家
卿
、
む
す
め
に
お
く
れ

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

月
十
二
日
。
高
松
院
崩
。
鳥
羽
院

御
女
。
七
月

同
十
七
日
。
六
條
院
崩
。
法
皇
御
孫
。

御
年
十
三
。
八

。
御

。中
。
院
号
四
人
崩
御
。
希
代
事
也
。

月
十
二
日
。
高
松
院
崩
。
七
月
八
日
建

ぞ
か
し
。

ひ
に
き
。
院
号
一

べ
き
。
建
春
門
院

夕
の
あ
か
ぬ
わ
か

耶
夫
人
う
つ
り
給

で
、
な
げ
き
か
な

ゝ
チ
院

波
線
で
示
し

『
平
家
公
達
草

其
後
よ
り
ぞ

し
て
い
る
。

「
滋
子
の
死
を

以
上
、

三
箇
月
之
中
。
院

づ
き
か
く
れ
さ
せ

て
侍
る
と
ぶ
ら
ひ

が
、
佐
伯
真

で
あ
る
が
、

い
る
事
は
、

最
後
に
『

い
て
次
の
よ

『
愚
管
抄

カ
ク
テ

八
日
。
建
春
門
院

月
十
九
日
。
九
條

春
門
院
崩
。
天
下
諒

闇
。

し
め
る

の
人
、

『
頼
輔
集
』

く
、
六
条
院

院
と
四
院
の

寿
永
元
年
で

中
ア
レ
行
ヤ
ウ
ニ
テ
過
ル
（
後
略
）

た
「
ソ
ノ
ゝ
チ
院
中
ア
レ
行
ヤ
ウ
ニ
テ

紙
』
が
、
建
春
門
院
を
回
想
す
る
際

、
世
も
乱
れ
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
」

日
下
力
氏
は
『
愚
管
抄
』
と
『
平
家

屈
折
点
と
し
て
世
は
乱
れ
始
め
た
」

か
ら

に
挙
げ
た
性
質
の
違
う
資
料
を

一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま

四
院
崩
御
の
中
で
も
、
特
に
建
春
門
院

建
春
門
院
に
重
き
を
置
い
て
い
る
と
捉

愚
管
抄
』
で
あ
る
が
、『
愚
管
抄
』
は

う
に
記
し
て
い
る
。

』（
巻
第
五
「
高
倉
」）

建
春
門
院
ハ
安
元
二
年
七
月
八
日
瘡
ヤ

い
ろ
に
て
ぞ
侍
り
し
か
ば
、
諒
闇
お
ほ

く
ろ
が
ら
す
に
な
り
侍
り
に
き
。

『
宝
物
集
』『
皇
帝
紀
抄
』『
帝
王
編
年

崩
御
後
の
九
条
院
崩
御
と
合
わ
せ
て
四

記
述
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
四
院
と
す

あ
る
事
か
ら
、
時
代
差
で
あ
る
と
考
え

過
ル
」
と
い
う
表
現
は
、

に
、
そ
の
崩
御
を
「
誠
に

と
評
し
て
い
る
事
に
共
通

公
達
草
紙
』
の
記
述
か
ら

と
し
て
い
る
。

、
一
概
に
論
ず
る
事
は
出

た
、『
宝
物
集
』
の
記
述

の
崩
御
に
紙
面
を
割
い
て

え
ら
れ
る
。

、
建
春
門
院
の
崩
御
に
つ

ミ
テ
ウ
セ
給
ヒ
ヌ
。
ソ
ノ

五
八

せ
下
さ
れ
て
、
一
き
や
う

記
』
は
三
院
崩
御
で
は
な

院
崩
御
と
し
て
い
る
。
三

る
『
頼
輔
集
』
の
成
立
が

る
の
は
妥
当
で
は
な
い
事



『
平
家
物

れ
て
い
る
。
須
田
氏

し
、
政
子
と
卿
二
位

と
し
て
、
建
春
門
院

建
春
門
院
の
死
が

る
対
立
」「
皇
位
を
巡

『
愚
管
抄
』
巻
第
五

我
身
（
清
盛
の

リ
ケ
ル
程
ニ
、

女
人
入
眼
モ
カ

『
愚
管
抄
』
に
は
、

れ
、
巻
第
六
「
順
徳

国
イ
ヨ

マ
コ
ト

す
も
の
と
考
え
る
。

ち
な
み
に
、『
愚
管

て
建
春
門
院
を
描
い

響
力
は
、
則
ち
建
春

は
、
崩
御
し
た
後
に

門
院
の
存
在
を
、
ま

あ
る
。

来
な
い
が
、
建
春
門

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

は
こ
の
「
女
人
入
眼
」
と
い
う
語
を

と
い
う
二
人
の
女
性
に
象
徴
さ
れ
る
時

を
挙
げ
て
い
る
。

も
た
ら
し
た
も
の
を
、
元
木
泰
雄
氏

る
暗
闇
」
と
し
て
い
る
。
以
下
、
元

「
六
条

高
倉
」

事
）
ハ
太
政
大
臣
ニ
テ
、
重
盛
ハ
内
大

院
ハ
又
コ
ノ
建
春
門
院
ニ
ナ
リ
カ
ヘ
ラ

ク
ノ
ミ
ア
リ
ケ
レ
バ
誠
ナ
ル
ベ
シ
。

数
度
に
わ
た
っ
て
「
女
人
入
眼
」
と

」
に
北
条
政
子
と
卿
二
位
を
指
し
て

也
ケ
リ
ト
云
ベ
キ
ニ
ヤ
。」
と
し
て
い

抄
』
に
関
連
し
て
、
慈
円
が
「
女
人

て
い
る
事
も
挙
げ
て
お
き
た
い
。
建
春

門
院
そ
の
人
の
影
響
力
を
も
表
し
て

「
院
中
」
が
「
ア
レ
行
ヤ
ウ
」
で
あ
っ

た
別
に
「
女
人
入
眼
」
と
い
う
語
で
表

院
と
い
う
一
人
の
女
院
の
崩
御
の
影
響「

女
子
暗
躍
」
と
評

代
の
初
期
の
段
階

は
、「
官
位
を
め
ぐ

木
氏
の
著
書
よ
り
、

り
、
建
春
門

あ
る
事
か
ら

き
か
っ
た
と

ま
た
、
延

て
殺
生
禁
断

臣
左
大
将
ニ
テ
ア

セ
給
テ
、
日
本
国

い
う
語
が
用
い
ら

「
女
人
入
眼
ノ
日
本

る
事
は
良
く
知
ら

皇
位

建
春
門
院

十
一
月
）
高

は
自
ら
の
皇

ば
平
氏
一
門

白
河
に
よ
る

・

か

入
眼
」
の
例
と
し

門
院
の
崩
御
の
影

い
る
。『
愚
管
抄
』

た
と
記
し
た
建
春

現
し
て
い
る
の
で

官
位

（

）
蔵

後
白

（

）
近

近
臣

就
任

し
た

力
の
大
き
さ
を
示

ま
と
め
た
も

院
は
そ
の
出
自
が
堂
上
平
氏
で
あ
り
、

、
平
氏
と
院
の
折
衝
役
で
あ
っ
た
。
そ

考
え
ら
れ
る
。

慶
本
の
建
春
門
院
崩
御
記
事
に
見
ら
れ

令
が
出
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
記
録

を
巡
る
暗
闇

の
死
に
よ
り
、
皇
子
の
い
な
い
（
言
仁

倉
天
皇
の
地
位
が
不
安
定
化
す
る
。
建

子
を
高
倉
の
養
子
に
し
よ
う
と
し
て
い

が
外
戚
と
し
て
ま
す
ま
す
権
力
を
付
け

、
高
倉
退
位
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

ら
、
後
白
河
院
と
清
盛
の
政
治
的
確
執

を
め
ぐ
る
対
立

人
頭
人
事

清
盛
息
平
知
盛
と
目
さ

河
側
近
で
あ
る
藤
原
光
能
（
俊
成
の
甥

衛
大
将
人
事

藤
原
師
長
の
後
任
と

で
あ
る
藤
原
成
親
と
清
盛
息
平
宗
盛
が

す
る
が
、
こ
の
人
事
を
原
因
の
一
端
と

。 の
で
あ
る
。

五
九

清
盛
室
平
時
子
の
姉
妹
で

の
死
が
及
ぼ
す
影
響
は
大

る
よ
う
な
、
崩
御
に
際
し

類
か
ら
確
認
す
る
事
が
出

親
王
の
誕
生
は
治
承
二
年

春
門
院
の
崩
御
直
後
に
院

る
が
、
皇
子
が
誕
生
す
れ

る
為
、
そ
れ
を
怖
れ
た
後

ろ
う
。

の
深
刻
化
が
明
ら
か
で
あ

れ
て
い
た
蔵
人
頭
人
事
は
、

）
の
勝
利
に
終
わ
る
。

し
て
の
左
大
将
人
事
。
院

競
合
。
宗
盛
が
右
大
将
に

し
て
鹿
ヶ
谷
事
件
が
勃
発



る
事
を
、
建
春
門
院

分
よ
り
優
れ
た
人
に

門
院
は
、
延
慶
本
に

延
慶
本
と
覚
一
本
と

れ
ま
で
数
多
く
指
摘

存
在
が
挙
げ
ら
れ
る

建
春
門
院
崩
御
記

慶
本
が
殺
生
禁
断
令

で
は
な
ぜ
、
延
慶

御
を
描
か
な
い
の
だ

そ
の
人
の
描
か
れ
方

先
に
挙
げ
た
覚
一
本

見
る
と
、
そ
こ
に
は

高
倉
宮
、
以
仁
王

『
平
家
物

来
な
い
が
、
田
中
佐

生
の
例
に
関
連
す
る

『
玉
葉
』『
吉
記
』

す
る
評
価
、
そ
の
中

『
平
家
公
達
草
紙
』
の

さ
を
示
し
て
い
る
と

が
阻
害
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
そ

対
す
る
嫉
妬
を
言
う
の
で
あ
り
、
こ
こ

は
見
ら
れ
な
い
人
物
像
と
し
て
描
か
れ

で
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
の
か
と

さ
れ
て
い
る
こ
の
二
諸
本
の
差
異
の
中

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
を
採
録
す
る
延
慶
本
は
、
そ
の
末
尾

と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
理
解
出
来
る

本
、
長
門
本
以
外
の
諸
本
は
、
こ
う
し

ろ
う
か
。
諸
本
に
よ
る
崩
御
記
事
の
有

に
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
も
た
ら
す
も

中
の
建
春
門
院
登
場
箇
所
か
ら
、
巻
第

延
慶
本
と
は
異
な
っ
た
建
春
門
院
像
が

と
し
て
知
ら
れ
る
人
で
あ
る
が
、
そ
の

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

由
子
氏
は
、『
玉
葉
』
安
元
三
年
七
月

か
と
指
摘
し
て
い
る
。

に
お
け
る
病
悩
記
事
の
多
さ
や
、
三
院

で
も
建
春
門
院
を
重
く
扱
う
本
の
存

記
述
か
ら
、
建
春
門
院
の
崩
御
が
与

判
断
す
る
事
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ

ね
み
」
と
は
、
自

に
登
場
す
る
建
春

て
い
る
。
何
故
、

考
え
た
時
に
、
こ

で
「
灌
頂
巻
」
の

に
頼
朝
賛
美
の
記

る
の
で
は
な

以
上
、
延

る
女
院
の
描

御
を
、『
玉
葉

出
し
て
い
る

。た
建
春
門
院
の
崩

無
が
、
建
春
門
院

の
な
の
だ
ろ
う
か
。

四
「
源
氏
揃
」
を

登
場
す
る
。

高
倉
宮
が
世
に
出

と
、
そ
れ
は

結
び
つ
き
の

し
、
確
認
し

に
大
き
か
っ

す
る
の
で
あ

崩
御
を
描
く

切
り
捨
て
る

二
日
条
所
見
の
放

・
四
院
崩
御
に
対

在
や
『
愚
管
抄
』

え
た
影
響
の
大
き

の
影
響
力
を
、
延

事
を
載
せ
、

に
、
そ
れ
以

の
灌
頂
巻
を

こ
と
は
出
来

覚
一
本
に

い
る
事
は
、

い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

慶
本
に
採
録
さ
れ
る
建
春
門
院
崩
御
記

か
れ
方
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
き
た
。

』
や
『
愚
管
抄
』
な
ど
と
同
様
に
、

。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
覚
一
本
は
崩

当
然
の
事
で
あ
ろ
う
し
、
建
礼
門
院
が

中
で
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ

て
き
た
通
り
、
建
春
門
院
の
存
在
も
ま

た
。『
平
家
』
と
い
う
物
語
が
、
平
家

れ
ば
、
院
と
平
家
一
門
の
確
執
へ
の
第

事
の
事
の
方
が
妥
当
で
あ
る
。
覚
一
本

事
で
、
既
に
「
女
院
」
と
い
う
語
を
建

灌
頂
巻
を
特
立
さ
せ
て
い
な
い
。
一
方

前
の
章
段
と
重
複
す
る
に
も
関
わ
ら
す

有
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
を
、
諸
本
の

な
い
だ
ろ
う
か
。

お
い
て
「
女
院
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
ぼ

先
述
の
通
り
で
あ
る
。
灌
頂
巻
が
特
立

事
と
、『
平
家
』
に
お
け

延
慶
本
は
建
春
門
院
の
崩

一
つ
の
事
件
と
し
て
描
き

御
記
事
を
採
録
せ
ず
、
そ

平
家
一
門
と
天
皇
家
と
の

と
は
周
知
で
あ
る
。
し
か

た
、
平
家
に
と
っ
て
非
常

一
門
の
滅
び
を
描
こ
う
と

一
歩
と
し
て
建
春
門
院
の

は
建
春
門
院
崩
御
記
事
を

礼
門
院
に
向
か
わ
せ
て
い

六
〇

で
、
覚
一
本
は
そ
の
末
尾

、
非
常
に
ま
と
ま
っ
た
形

指
向
性
の
違
い
と
捉
え
る

建
礼
門
院
徳
子
を
指
し
て

さ
れ
て
い
る
事
を
考
え
る



『
平
家
物

『
玉
葉
』
第
一

九
月
九
日
）
安
元

武
久
堅
「
十
二

考
』、
桜
楓
社
、
一

房
野
水
絵
「
延

院
の
崩
御
に
つ
い

来
る
の
で
は
な
い
だ

注
『
平
家
物
語
図
典

一
日
）

『
延
慶
本
平
家
物

年
、
勉
誠
社
）

日
本
古
典
文
学

か
を
る
・
金
田
一

「
女
院
」（

建
礼
門

本
の
指
向
性
と
し
て

い
て
も
考
察
を
加
え

延
慶
本
に
お
い
て

が
女
房
時
代
に
仕
え

院
な
ど
、『
平
家
』
の

を
考
察
す
る
事
で
、

こ
に
描
か
れ
る
人
物

語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

第
三
（
国
書
双
書
刊
行
会
／
編
、
名
著
刊

二
年
七
月
十
八
日
条

巻
本
の
編
集
と
吉
田
経
房
の
『
吉
記
』」（

九
八
六
年
十
月
十
日
）

慶
本
平
家
物
語
古
態
性
の
一
証
左
ー
延
慶
本

て
」（『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
第
八
輯

ろ
う
か
。

』（
五
味
文
彦
・
櫻
井
陽
子
／
編
、
小
学
館

語

本
文
篇

上
下
』（
北
原
保
雄
・
小
川

大
系
『
平
家
物
語

上
下
』（
高
木
市
之
助

春
彦
／
校
注
、
一
九
六
〇
年
十
一
月
、
岩
波

院
）
の
物
語
を
特
立
さ
せ
て
い
る
。
こ

捉
え
る
に
は
、
今
後
『
平
家
』
に
お
け

る
必
要
が
あ
り
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た

建
春
門
院
と
共
に
崩
御
記
事
が
あ
る
高

て
い
た
上
西
門
院
、
広
大
な
荘
園
の
領

中
で
、
女
院
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
描

諸
本
の
性
格
や
、
物
語
の
在
り
方
に
言

像
に
も
手
を
加
え
、
物
語
全
体
の
末
尾

行
会
、
一
九
九
三
年

『
平
家
物
語
成
立
過
程

平
家
物
語
巻
一
、
三

）

『
兵
範

『
兵
範

栗
山
圭

刊
第
三
巻

須
田
春

代
文
化
史

、
二
〇
〇
五
年
四
月

栄
一
編
、
一
九
九
〇

・
小
澤
正
夫
・
渥
美

書
店
）

会
編
、
吉

野
村
育

雄
・
西
口

『『
歴
史

二
月
一
日

角
田
文

『
山
槐

『
兵
範

『
兵
範

の
差
異
を
、
各
諸

る
他
の
女
院
に
つ

い
。

松
院
、
建
春
門
院

主
と
な
っ
た
八
条

か
れ
て
い
る
の
か

及
す
る
こ
と
が
出

院
崩
御
記

社
、
一
九

房
野
氏

『
女
院

九
月
三
〇

『
女
院

一
月
二
十

龍
粛

学
部
）』

橋
本
義

に
灌
頂
巻
と
い
う

佐
伯
真記

』『
頼
業
記
』『
百
錬
抄
』
仁
安
三
年
三
月

記
』『
成
頼
記
』
嘉
応
元
年
四
月
十
二
日
条

子
「
二
人
の
国
母
ー
建
春
門
院
滋
子
と
建
礼

第
四
号
）

子
「
女
人
入
眼
の
日
本
国
（
一
）
｜
平
氏
・

論
攷
』
第
六
号
）

川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
九
月
二
〇
日
）

世
「
女
院
論
」（『
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教

順
子
／
編
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
一
〇
月

の
な
か
の
皇
女
た
ち
』（
服
藤
早
苗
／
編
著

）衞
「
建
春
門
院
」（『
後
白
河
院
』、
吉
川
弘

記
』『
帝
王
編
年
記
』
応
保
元
年
九
月
三
日
条

記
』
仁
安
元
年
十
月
二
十
一
日
条

記
』『
愚
昧
記
』『
百
錬
抄
』
仁
安
二
年
正
月

事
を
中
心
に
ー
」（『
延
慶
本
平
家
物
語
考
証

九
四
年
五
月
二
〇
日
）

前
掲
論
文

記
』（『
群
書
類
従
』
第
二
十
九
輯
、
続
群
書

日
）

小
伝
』（『
群
書
類
従
』
第
五
輯
、
続
群
書
類

五
日
）

「
女
院
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
日
本
大
学
文
学

第
六
輯
）

彦
「
女
院
の
意
義
と
沿
革
」（『
古
代
史
論
叢

一
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
〈
編
集
錯
誤六

一
二
十
日
条

門
院
徳
子
」（『
文
学
』
隔
月

清
盛
傘
下
の
女
院
｜
」（『
古

３

信
心
と
供
養
』
大
隅
和

二
十
三
日
）

、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
十

文
館
、
一
九
九
三
年
）

『
御
産
部
類
記
』
等

二
十
日
条

三
』
水
原
一
／
編
、
新
典

類
従
完
成
会
、
一
九
三
四
年

従
完
成
会
、
一
九
三
〇
年
十

部
研
究
年
報
（
日
本
大
学
文

』
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念

に
つ
い
て
ー
第
一
本
・
三



『
平
家
公
達
草
紙

岩
波
書
店
、
一
九

日
下
力
「
原
作

二
〇
〇
一
年
四
月

須
田
春
子
氏
前

元
木
泰
雄
『
平

月
二
十
八
日
）

田
中
佐
由
子
「

の
関
連
」（『
日
本

文
館
、
一
九
九
九

『
皇
帝
紀
抄
』（

月
五
日
）

『
頼
輔
集
』（『
新

観
」
編
集
委
員
会

古
典
文
庫
『
宝

佐
伯
真
一
氏
前

日
本
古
典
文
学

十
一
月
二
十
五
日

『
平
家
物

『
増
補
史
料
大
成

九
六
五
年
九
月
三

日
本
古
典
全
書

日
、
朝
日
新
聞
社

新
日
本
古
典
文

岩
波
書
店
、
一
九

『
百
錬
抄
』（
黒

『
改
訂
増
補
国
史

』（『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
久
松
潜
一

七
八
年
三
月
十
六
日
）

者
の
構
想
力
」（『
平
家
物
語
の
誕
生
』
日
下

二
十
四
日
）

掲
論
文

清
盛
の
闘
い

幻
の
中
世
国
家
』（
角
川
書

延
慶
本
平
家
物
語
「
建
春
門
院
崩
御
之
事
」

文
芸
研
究
』
五
十
二
巻
二
号
）

年
八
月
二
〇
日
）

『
群
書
類
従
』
第
三
輯
、
続
群
書
類
従
完
成

編
国
歌
大
観

第
七
巻

私
家
集
編

歌

／
編
、
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
四
月
一
〇

物
集
〈
九
冊
本
』（
吉
田
幸
一
・
小
泉
弘
／

掲
論
文

大
系
『
愚
管
抄
』
丸
山
二
郎
／
校
註
、
岩
波

） 語
』
に
お
け
る
建
春
門
院
崩
御
記
事

吉
記
』（
増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
／

〇
日
）

『
健
寿
御
前
日
記
』（
玉
井
幸
助
／
校
注
、

）学
大
系
『
と
は
ず
が
た
り

た
ま
き
は
る
』

九
四
年
三
月
二
十
二
日
）

板
勝
美
／
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年

大
系

扶
桑
略
記
・
帝
王
編
年
記
』（
黒
板・

久
保
田
淳
／
校
注
、

力
／
著
、
岩
波
書
店
、

店
、
二
〇
〇
一
年
二

考
ー
胡
飲
酒
の
舞
と

会
、
一
九
三
三
年
六

集
』、「
新
編
国
歌
大

日
）

校
注
）

書
店
、
一
九
四
九
年

編
、
臨
川
書
店
、
一

一
九
五
四
年
三
月
十

（
三
角
洋
一
／
校
注
、

二
月
十
日
）

勝
美
／
編
、
吉
川
弘

『
日
本

付
記

本
稿

き
ま
し 国

語
大
辞
典
』
第
一
版

の
執
筆
に
あ
た
り
、
京
都
女
子
大
学
の
野
口

た
。
こ
こ
に
改
め
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

六
二実

氏
よ
り
ご
教
示
を
い
た
だ


